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 運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する規程の一部を改正する規程を 

次のように定め、公布する。 

  令和元年11月29日 

                   富山県公安委員会委員長 野田 八嗣  

富山県公安委員会規程第４号 

運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する規程の一部を改正 

する規程 

 運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する規程（平成12年富山県公安委 

員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。 

 第８条第１項第１号を次のように改める。 

 ⑴ 免許の取消し（免許を与えた後における免許の取消しを除く。）の処分基準 

  に該当する者 

  ア 一般違反行為若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行う場 

合（イに該当する場合を除く。）又は重大違反唆し等及び道路外致死傷を理 

由として処分を行う場合で、令第38条第６項又は同第７項に規定する免許を 

受けることができない期間（以下「欠格期間」という。）が２年以上に該当 

するときは、当該期間から１年を減じた期間に軽減することができる。欠格 

期間が１年に該当するときは、 180日の免許の効力の停止に軽減することが 
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できる。 

  イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたこ 

とを理由に処分を行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、 

かつ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、 

欠格期間が２年に該当するときは 180日の免許の効力の停止、当該期間が１ 

年に該当するときは 150日の免許の効力の停止に軽減することができる。 

 第８条第１項第２号を次のように改める。 

 ⑵ 免許の拒否又は免許を与えた後における免許の取消し（以下「免許の拒否等」 

 という。）の処分基準に該当する者（他免許等既得者を除く。） 

  ア 令第33条の４第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第１号若しくは 

   第２号の規定により、欠格期間が、当該処分の理由となった行為をした日（ 

   令第33条の４第３項において準用する令第33条の２第４項各号に掲げる者に 

   ついては、それぞれ当該各号に定める日をいう。以下同じ。）から起算して、 

   ２年以上を経過するまでの期間に該当するときは、当該期間から１年を減じ 

   た期間に軽減することができる。欠格期間が１年を経過するまでの期間に該 

   当するときは、処分の理由となった行為をした日から 180日を経過するまで 

   の期間の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止に軽減す 

   ることができる。 

    なお、これらの期間計算の結果、１年を減じた後の欠格期間又は免許の保 

   留若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止に係る期間が既に経過 

   している場合は、免許の拒否等及び欠格期間の指定又は免許の保留若しくは 

   免許を与えた後における免許の効力の停止をしないものとする。 

  イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたこ 

とを理由に処分を行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、 

かつ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、 

欠格期間が処分の理由となった行為をした日から２年を経過するまでの期間 

に該当するときは 180日の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効 

力の停止、欠格期間が処分の理由となった行為をした日から１年を経過する 

までの期間に該当するときは 150日の免許の保留又は免許を与えた後におけ 



  令和元年 11 月 29 日     富 山 県 報        号  外  3   

 

る免許の効力の停止に軽減することができる。 

    なお、これらの期間計算の結果、免許の保留若しくは免許を与えた後にお 

ける免許の効力の停止に係る期間が既に経過している場合は、免許の保留若 

しくは免許を与えた後における免許の効力の停止をしないものとする。 

 第８条第１項第３号を次のように改める。 

⑶ 自動車等の運転の禁止の処分基準に該当する者 

  ア 令第40条第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第１号若しくは第２ 

   号の規定により、自動車等の運転を禁止される期間が２年以上に該当すると 

   きは、当該期間から１年を減じた期間の自動車等の運転の禁止に軽減するこ 

   とができる。自動車等の運転を禁止される期間が１年に該当するときは、 

    180日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 

  イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたこ 

   とを理由に処分する場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、か 

   つ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、自 

   動車等の運転を禁止される期間が２年に該当するときは 180日の自動車等の 

   運転の禁止、自動車等の運転を禁止される期間が１年に該当するときは 150 

   日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 

 別表第２中重大違反の種別の欄中「無保険運行」の次に「、携帯電話使用等（交 

通の危険）」を加える。 

 別表第３中（注）２中「国家公安委員会規則」を「運転免許の拒否等の処分の基 

準に係る身体の障害の程度を定める規則（平成14年国家公安委員会規則第14号）」 

に改める。 

 別表第７中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和元年12月１日から施行する。 
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